
別紙様式１ ※申請に当たっては、消えるボールペンは使用しないでください。

令和　〇 年　〇 月　〇 日

 

 

５　その他の確認事項（該当することを確認した上でチェックしてください。）

６　給付金の振込先口座
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1

A青森学園高等学校

青森 青森 　　長島１－１－１

　　※別紙「記入上の注意」も必ず御確認頂くようお願いします。

当座 口　座
名　義 長島　太郎別段 （右詰め）

2

預金

種別

普通 口　座
番　号

申
請
者
の
口
座

銀行
金庫
組合

支店
営業所
出張所

支　店
番　号

1 0

フリガナ ながしま　たろう

□ 当該生徒について、自治体から児童福祉法の規定による措置（見学旅行費又は特別育成費（母子生活支援施設の生徒を除く）を受けていません。

□ 他の団体又は個人から授業料以外の教育に必要な経費の負担軽減を目的とした金銭を受給する場合、私立高等学校等専攻科生徒奨学のための給付金の給付額を超えません。

 ※　家計急変世帯に該当する場合、必要な確認書類を提出してください。（別紙参照）

　（２）生計維持者（生計維持者が２人以上いるときはその全員）の家計の状況が確認できる書類を提出します。【家計急変の場合】

□ 道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税である世帯に相当することが分かる書類

□ この申請書に虚偽の記載があった場合は、青森県の求めに従いその全額を即時返還します。

□ 私は青森県以外の都道府県に私立高等学校等専攻科生徒奨学のための給付金の申請は行っておりません。

４　世帯の収入の状況（(1)～(2)のうち、該当するものにチェックしてください。）
　（１）次の者の個人番号カードの写し等又は課税証明書等を提出します。

① □ 生計維持者（生徒の生計をその収入により維持している者）（父母）２名分

② □

生計維持者（生徒の生計をその収入により維持している者）１名分

　・ ひとり親の場合

　・ 生徒本人の個人番号カードの写し等又は課税証明書等を提出する場合　等

生
計
維
持
者

続柄 氏名 続柄 氏名

父 長島　太郎 母 長島　花子

過去の高等学校等専
攻科における在学期

間

学校名

　　　　立

年　　月　　日

～　　　年　　月　　日

学校の種類・課程・学科 在学中に給付金を受給した回数
なし 1回　2回　不明

３　生計維持者の氏名及び対象となる生徒との続柄

組

所在地
都道
府県

市区
町村

設置者名

在学期間 令和　7　年　４　月　１　日　～　　　　令和　　　年　　　月　　　日

昨年度までの給付金を受給回数

なし 1回　2回　不明

専攻学科名

科

学年 年

学級

　　　学　校　法　人　青　森　学　園

氏　名 姓 名

在
学
す
る
学
校

名　　称
私立

災害等による
制服の喪失・毀損

（該当する場合、上記のチェックに加え、当区分にもチェックすること。）

２　対象となる生徒

ふりがな

生年
月日

昭和
平成

年 月 日

ながしま

長 島

ゆきこ

幸 子
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道府県民税所得割及び市町村民税所得割額の合算額が264,500円未満世帯であり

市町村民税に係る生計維持者の扶養する子の数が３人以上であり、かつ生徒が生計維持者に扶養されていること
　（ア、イを除く）

家計急変 （家計急変世帯に該当する場合、当区分にもチェックすること）

１　世帯の区分（該当する区分にチェックしてください。）

世帯の区分

ア　非課税である世帯 道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税世帯

イ　105,500円未満である世帯 道府県民税所得割及び市町村民税所得割額の合算額が105,500円未満世帯
（アを除く）

ウ　264,500円未満であり
　扶養する子が３人以上いる世

青森県知事　殿

青森県私立高等学校等専攻科生徒奨学のための給付金受給申請書

青森県私立高等学校等専攻科生徒奨学のための給付金を受給したいので、以下のとおり申請します。
なお、給付金は授業料以外の教育費に充てること及び以下の記載事項に相違がないことを誓約します。

申請者（生計維持者）の住所 申請者の氏名 早期給付
希望〒030-8570

　　　　青森市新町２－４－３０

TEL       017    (   123    )　　456

長島　太郎

記 入 例

通常の給付は基準日（７／１）以降の提出日

← 家計急変世帯の場合は、こちらにもチェックを入れてくだ

調理専攻

青森みちのく 新 町

必ず確認事項に目を通して頂き、チェック

印を付けるのを忘れないようにして下さい

通帳を見ながら、間違いが無いように記入して下さい

※統合等があった場合は、統合後の情報（支店番号等）を記入してください



別紙様式２

令和　〇年　〇月　〇日

青森県知事　　　殿

○生計維持者①の扶養親族 ○生計維持者②の扶養親族
生計維持者①

との続柄
生計維持者②

との続柄

1 子 1

2 子 2

3 子 3

4 4

5 5

1

2

3

【以下、事務担当者記入欄】※申告者は記入しない

生年月日

（注）早期給付の場合はいずれも前年に置き換えること。

　扶養する子の数の合計　　　人

(ア)生計維持者の実子
出生証明書、母子手帳、戸籍抄本　等、子の出生日及び生計維
持者の氏名が記載されたもの

(イ)生計維持者に委託された里子
里親委託証明書等、委託開始日及び生計維持者の氏名が記載さ
れたもの

(ウ)生計維持者と特別養子縁組をした特別養子
特別養子縁組の確定証明書、戸籍抄本　等、縁組した日及び生
計維持者の氏名が記載されたもの

ケース 証明書類（コピー可）

【記入上の注意事項】
　令和６年１２月３１日時点の、生計維持者①と生計維持者②の市町村民税上の扶養親族（配偶者を除く）を全員記載してください。なお、生計維持者
の市町村民税上の扶養親族は以下の書類等で確認ができますのでこれらを参考に記入願います。
（確認ができる書類）
　・年末調整の令和６年分扶養控除等（異動）申告書の写し
　・令和６年分給与所得の源泉徴収票
　・令和６年分確定申告書の写し（扶養親族が記載されている部分）　　など

○令和７年１月１日以降に出生等により新たに扶養することになった子等（証明書類必須）

氏名 生年月日

【記入上の注意事項】
「出生等により新たに扶養することになった子等」とは、以下の(ア)～(ウ)のいずれかのケースに当てはまる人のことです。ケースに応じた証明書類を
提出してください。

長島　次郎 平成23年8月21日

長島　一郎

生計維持者②住所 青森市新町2-4-30

生年月日 昭和52年9月12日

　　　　　　氏名 長島　花子

　令和６年１２月３１日時点の、生計維持者①及び生計維持者②の地方税法第３１４条の２第１項第１１号に
規定する市町村民税上の控除対象扶養親族及び年齢が１６歳未満の扶養親族、並びに令和７年１月１日以降に
出生等により新たに扶養することになった子等について以下のとおり申告いたします。

氏名 氏名

長島　幸子

生年月日

平成21年6月19日

平成22年7月20日

　　　　　　氏名 長島　太郎

扶養親族申告書

生計維持者①住所 青森市新町2-4-30

生年月日 昭和51年9月12日

記 入 例

通常の給付は基準日（７／１）以降の提出


